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下水道使用料改定前後の下水道使用料収入について 

 

１ 下水道使用料改定の概要 

(1) 目的 

下水道事業は、法律で「公営企業」に位置付けられているため、独立採算による運営

が原則とされています。しかし、人口減少による使用料収入の減少や下水道施設の老朽

化により、将来にわたる収支に不足が生じる見込みのため、料金改定を行いました。 

(2) 内容 

改定時期：令和５年１０月１日～ 

  下水道使用料 改定率８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②下水道使用料早見表 （税込） 

排水量 

（２か月当り） 
旧料金 新料金 新旧料金差額 

0㎥～16㎥ 1,463円 1,577円 +114円 

20㎥ 1,960円 2,114円 +154円 

30㎥ 3,203円 3,456円 +253円 

40㎥ 4,578円 4,941円 +363円 

50㎥ 5,953円 6,426円 +473円 

   ※一般家庭の平均は、20㎥です。 

 

  

①下水道使用料単価表 （税抜） 

種別 
排水量 

（２か月当り） 
旧料金 新料金 

新旧料金差額 

（改定率） 

基本料金 0～16㎥ 1,330円 1,434円 +104円(8％) 

従量料金 

(1㎥につき) 

17～30㎥ 113円 122円 + 9円(8％) 

31～60㎥ 125円 135円 + 10円(8％) 

61～100㎥ 155円 167円 + 12円(8％) 

101～200㎥ 167円 180円 + 13円(8％) 

201～600㎥ 180円 194円 + 14円(8％) 

601～1,000㎥ 203円 219円 + 16円(8％) 

1,001～2,000㎥ 219円 236円 + 17円(8％) 

2,000㎥～ 228円 246円 + 18円(8％) 

資料３ 
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(3) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用 

   令和５年１０月１日に料金改定を行いましたが、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用し、令和６年３月３１日まで値上げ分の補填を行いました。その

ため、公共施設を除き、新料金に基づく徴収は令和６年４月１日からとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

新料金適用の収入 実際の収入＋交付金

交付金 0 50,377,530

実際の収入 0 629,719,135

新料金適用の収入 680,096,665 0
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２ 新料金・旧料金の下水道使用料収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年は旧料金、令和６年は新料金を適用しています。令和６年は平均して約８％の収

入増となっております。改定率どおりの収入増になっていることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

４月使用分 ５月使用分 ６月使用分 ７月使用分 ８月使用分

令和５年 ¥105,138,737 ¥109,251,796 ¥104,336,461 ¥113,278,298 ¥106,184,030

令和６年 ¥112,272,849 ¥120,798,380 ¥109,912,395 ¥121,545,860 ¥117,416,911

増加率 7% 11% 5% 7% 11%
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